
 

第２号様式 

随意契約の内容の公表 

※　契約内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局 学校給食セン

ターです。 

 
担 当 部 課 教育委員会事務局  学校給食センター

 
契約締結年月日 令和８年２月２０日

 
業 務 名 令和７年度３月分学校給食用物資購入業務

 
業 務 の 概 要 学校給食の提供に必要な物資の購入

 
契約金額（税込）

別紙のとおり 

※　単価契約に当たっては、契約金額に予定数量を乗じて得た予定金額も記入すること。

 
契約の相手方 別紙のとおり

 

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

（該当する□欄に印をつけること）

 ☑ 第２号
その性質又は目的が競争入札に適さないものをすると
き。

 □ 第３号
障害者支援施設等により製作された物品の買入れ、役務
の提供を受ける契約をするとき。

 
□ 第５号 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

 □ 第６号 競争入札に付すことが不利と認められるとき。

 
□ 第７号

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することが
できる見込みのあるとき。

 □ 第８号
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付
し落札者がないとき。

 □ 第９号 落札者が契約を締結しないとき。

 

随意契約理由の説明

及び 

契約相手方の選定理由

学校給食用物資の選定は、「安全安心でおいしい給食」を提供するこ

とを第一と考えるため、価格のみならず、地産地消の推進、大量調理へ

の対応、児童生徒の嗜好、季節の変動等を考慮しつつ、品質を確保しな

ければいけない。 

納入業者については、経営状況や衛生管理、学校給食に対する理解や

実績に基づき、安定的に納入できる必要がある。 

そのため、見積金額による競争入札ではなく、物資選定会により、要

件を満たした各納入業者を契約の相手方として選定した。



別紙

1 公益財団法人　愛知県学校給食会 2,522,406円

2 株式会社イト商 1,698,214円

3 株式会社ジーケーエス 714,124円

4 高瀬物産株式会社名古屋支店 720,063円

5 有限会社林食品商会 323,714円

6 株式会社ロークスカレー本舗 1,558,904円

7 株式会社名給 2,804,799円

8 あいち尾東農業協同組合 217,375円

9 株式会社翔 500,901円

10 合同会社スズキ商店 1,737,715円

11 合資会社関屋精肉店 659,016円

12 肉のとり安 1,816,983円

13 株式会社丸小本店 282,555円

令和７年度３月分学校給食用物資購入業務一覧

No. 契約の相手方 契約予定金額（税込み）


